
鳥取大学大学院医学系研究科派遣学生及び特別聴講学生規程

平成１７年６月２２日
鳥取大学医学部規則第１１号

（趣旨）
第１条 この規程は、鳥取大学大学院学則（平成１６年鳥取大学規則第５６号。以下
「大学院学則」という。）第２３条及び第５６条の規定に基づき、鳥取大学大学院
医学系研究科（以下「本研究科」という。）における派遣学生及び特別聴講学生の
取扱いに関し必要な事項を定める。
（定義）

第２条 この規定における用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
一 「派遣学生」とは、本研究科の学生で、本研究科の教育課程の一環として大学
院学則第１９条の規定により、他の大学院若しくは外国の大学院（以下「他の大
学院」という。）の授業科目を履修する者又は第２１条の規定により他の大学院
若しくは研究所等（以下「他の大学院・研究所」という。）において研究指導を
受ける者をいう。

二 「特別聴講学生」とは、他の大学院の学生で本研究科の授業科目を履修する者
をいう。

三 「大学院間協議」とは、派遣学生及び特別聴講学生の取扱いについて、あらか
じめ本研究科と他の大学院・研究所との間で、履修できる授業科目の範囲、研究
指導の内容、対象となる学生数、単位の認定方法及び授業料等の費用の取扱いそ
の他必要な措置に関して行う協議をいう。

四 「協議機関の長」とは、大学院間協議における他の大学院・研究所の長をいう。
（派遣学生及び特別聴講学生の取扱い）

第３条 派遣学生及び特別聴講学生の取扱いは、大学院間協議が成立したものについ
て行う。ただし、外国の大学院又は研究所等（以下「外国の大学院等」という。）
にあっては、やむを得ない事情があるときは事前の協議を欠くことができる。
（派遣学生の申請及び許可）

第４条 派遣学生を志願する者は、指導教員の許可を得て、派遣学生許可願（様式
１）に大学院間協議に基づく必要書類を添えて、研究科長に願い出なければならな
い。

２ 派遣学生を志願する者は、学生教育研究災害傷害保険等に加入しなければならな
い。

第５条 前条の願い出があったときは、鳥取大学大学院医学系研究科委員会（以下「
研究科委員会」という。）の議を経て、研究科長が協議機関の長と協議の上、派遣
を許可する。ただし、外国の大学院等に留学を志願する学生については、留学願を
研究科長を経て学長に提出の上、許可を得なければならない。
（派遣学生の履修期間等）

第６条 派遣学生の履修期間又は研究指導を受ける期間（以下「履修期間等」とい
う。) は、１年以内とする。

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により履修期間等の延長を願い出た
ときは、研究科委員会の議を経て、研究科長が当該協議機関の長と協議の上、許可
することができる。ただし、この場合においても、修士課程（博士前期課程）の学
生に研究指導の延長を認める場合には、当該研究指導を受ける期間は通算して１年
を超えないものとする。

第７条 前条に規定する履修期間等は、本研究科の修業年限及び最長在学年限に算入
する。



（派遣学生が他の大学院で修得した単位）
第８条 派遣学生が他の大学院で修得した単位は、研究科委員会の議を経て、１０単
位を超えない範囲で課程修了要件となる単位に含めることができる。この場合にお
いて、授業科目及び単位数は、当該専攻において定めるものとする。

２ 前項の単位認定は、当該他の大学院の学業成績証明書等により、研究科委員会が
行う。この場合において、授業時間数及び授業形式等を考慮した上で、本研究科の
単位に換算するものとする。

３ 単位制をとらない外国の大学院等における学修成果の単位換算は、前項の規定を
準用する。
（派遣学生の履修報告書等）

第９条 派遣学生は、履修期間等が終了したときは、直ちに履修報告書（様式２）を
研究科長に提出しなければならない。

２ 外国の大学院等に留学した派遣学生にあっては、前項に定めるもののほか、帰国
後速やかに帰着届を研究科長を経て学長に提出しなければならない。
（派遣学生の授業料等）

第１０条 派遣学生は、派遣期間中も授業料を本学に納付するとともに、他の大学院
・研究所の定めるところにより、必要な経費を当該他の大学院・研究所に納付する
ものとする。
（派遣学生の取消し）

第１１条 研究科長は、当該協議機関の長から受入れ取消しの通知を受けたときは、
派遣を中止するものとする。
（特別聴講学生の申請及び許可）

第１２条 特別聴講学生を志願する者は、次の書類を他の大学院の長を経て、研究科
長に願い出なければならない。ただし、履歴書及び成績証明書については、大学院
間協議に基づき省略することができる。
一 特別聴講学生入学願（様式３）
二 履歴書
三 成績証明書
四 指導教員の推薦書
五 身元保証書（外国の大学院に在学する学生のみ。）

２ 前項の願い出の時期は、学期始めの２か月前までとする。ただし、外国の大学院
の学生にあっては、原則として６か月前までとする。

第１３条 前条の願い出があったときは、研究科委員会の議を経て研究科長が受入れ
を許可する。

２ 研究科長は、特別聴講学生の受入れを許可したときは、他の大学院の長を経て本
人にその旨通知する。
（特別聴講学生の受入れ期間）

第１４条 特別聴講学生の受入れ期間は、１年以内とする。
（特別聴講学生の履修授業科目）

第１５条 特別聴講学生は、大学院間協議で定められた範囲内で、本研究科の授業科
目を履修することができる。
（特別聴講学生に与える単位）

第１６条 特別聴講学生には、鳥取大学大学院医学系研究科規程に基づき、所定の単
位を与えるものとする。
（特別聴講学生の学業成績証明）

第１７条 研究科長は、特別聴講学生の履修が終了したときは、学業成績証明書を作
成して他の大学院の長に通知するものとする。
（特別聴講学生の学生証携帯義務）

第１８条 特別聴講学生は、学生証の交付を受け常に携帯しなければならない。



（特別聴講学生の授業料）
第１９条 特別聴講学生に係わる授業料については、大学院学則第６０条に規定する
ところによる。
（特別聴講学生の受講手続）

第２０条 特別聴講学生の受講に関する手続等については、鳥取大学大学院医学系研
究科規程に規定するところによる。
（雑則）

第２１条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、研究
科委員会の議を経て別に定める。

附 則
この規程は、平成１７年６月２２日から施行する。


